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平成� 21年� 10月� 20日火曜日 官 報 (号外第 223J号)� 2 
別表第十一号様式(第46条、第50条関係)

別表

第

号

式段

を
:欠	50 20 
 。〉

よ
つ

改� 
無線従事者議口免許 申請書

口免許証再交付

総務大臣( )殿 	
年月日

写真ちょう付欄� 

1 申請者本人が写ってい
フげすて姓) |間	 るもの� 

2正面司祭暢祭背景、

上三分身で@ヶ月以内に
搬J'されたものi収入印紙杭よ畑�  !

氏

s鰭;3Om踊X績協....� 

漢字 (姓}

名 隊 4写真は免許証に転写さ

LL-一 めラ欄にはりきれない .11通信士、第一組海上特厩銀融技士、アマチュア無観主査土に ないようにはって〈ださい
(にこσ .一--一， 

氏名を自筆で記入した左きは、押印を宥略できますe 

れるので梓宇らはみ出さ

! 	 ときは、他を裏亙ヱ盤� i あっては、へポン式ローマ字による氏名が免許証に併記されます. 60 

にはつてください� 主主主ヒ韮ロ~区よろ畠畠孟昌宣重盟主畳掛存住盟主ι口に 希非へ望ボしまンす式.を 令滋口


1 また、申鱒者は消印� i レ聞を記入し、下樋に活字体大文字で配人してくrさい。
 
LAST NAME(鮭活字体太文字で記入)� FlRST NAME(名)
i 

l 

…:さし)� 
生年月日| 年 月 日 所事 人自署�  

!一一一一一一一十一一一---噸一イ
字

無線通信士、第一級海上特猿無線技土

の場合は必ず署名してください.i 
住� 

12
E所
似;は立り怜きれM々い吋とき卸は立溢墓甑亙王盟盤へ

電話	 にの署名は免l' にそのまま転写されますから、i

しし一一一一一一一一一一一一一-一� 一一一-一一一一一ーー-j 日中町連絡先	 枠にかかったり、 はみ出ないようにしてください.)-iLL

口無

議

線従事者規則第�  46条の規定により、免許を受けたいので(別紙書類を添えて)申請します。

国家試験合格 受験番号 	 年 月 日合格)

養成課程修了
認定施設者の名称 実施場所(市区町村名)

修了証明書の番号 年 月 日修了)

現に有する資格 修了した認定講習 議口はい
資格 講習の種目j

資格、業務経歴等 免許証的番号 修了番号 〔一齢叶のつ
免許の年月日	 修了年月日

学校事業 学校卒業で資格を取得しようとする場合は口にレ印を記入してください。議一一歩口
口いいえ

欠格事由の有無 無線従事者規則第45条第l項各号のいずれかに該当します地元 {いずれかの口にレ印を必ず記入してくださも、J

議

資氏下格E l iH l資類こ有格のす者提1 き電つま気を|す記通。入信� 官一、」一� r

ロ住民票コード 	  
'o)名欄者及に藍び住若生民年しく票月はコ工ーを事ド証|又担すは任る現者書Jl る置出無のを線番|省従号略事のす!者いる免ずこ|と許れ泊証か予|す、1 lし主た任一場技民一合術相一は者 一品�  記入した番号の種類ω、怖かのロにレ聞を記入して<t:t5l.I

誌の番号EZZZL言語I I I I E223	.1I]~ 

(左詰めで記入)	 口工事担任者資格者証の番号

口無

議

線従事者規則第�  50条の規定により、免許証の再交付を受けたいので(別紙書類を添えて)申諮します。

氏名を変更した場合は

口汚損、破損したため 右の欄に変更前町氏名


再交付申請の理由| 口失ったため を記入してください。


口氏名を変更したため 


注意 
  
J A枠内町所定的欄に晶インク又は晶ボ』ルペンで記入Lてください.ただし、楽のある欄で怯口枠内にレ印を記入してください.
 
2 この用紙は樋柚是で読み取りますので、写真や民持λ自署掴loj!司自在主立た句易広場E特に会池町会句益生血主担よ呈ιJ..::({主主主、~ 
a伊麓白鹿b 必要t，番題等は訟のJいお句サす

且園家韓験合格� 1氏名及11生年月日を挺する書類

聾成寝起曹7 修了証明書等、氏名且び生年月闘を証する番頭
免許証の郵珪を希望するk

きは所要の郵憧切手をはり、
免許申楕|資格、案書経歴等� 1，聾荷量虚鷲明書、修了誕明書l寵定講習を畳講した場合に限d.l、民各且日生年月日を証する書類� '"詩者時郵彊番号、住所且世

l科目履修証明書、履修内容証問書{科目確認を畳けていない苧授を車穫し世場合に擁畠J、牢量証明書一 l{;<sを記韓し?と返信用封情を
知事業�  l陥回生年間悼する輔 添えて、信書使の場合はそれ

に草巴た方法によ'申請して伺免許証、氏名の変更海事実を;aサる書類

汚損、Z思確損した免許証
〈置さい.


(沼酎ま日本工業縦割'A調4骨白色3


(数字の単位は、ミリメートル)
注 総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。� 



J上1 第一級総合無線通信士、第二級総台無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線冨件以涼十1Q~"'j器官印告さ 8~)\'，~在主張~I{ð。

別表第十三号様式(第47条関係) 通信士、第イ及海上無線通七上、第一級 if~上無線通信士、第四級海上無線通信士、第 a級海

け寺殊無線技士、航空無線通信土、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、

第二級アマチュア無線技士メは第四級アマチュア無線技土の資格を有する者に交付する免許
筆麗i

証の場合に限る。

無線従事者免許証 注� 2 第 級総合無線通信士、第� MA総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線

(r
(資格別の名称) 通信上、第二級海上無線通信士、第一級海上無線通信土、第四級海上無線通信士、第一級海
(英語による資格別の名称) (注 1) 上特殊無線技士又は航空無線通信寸ての資格の別に、次に掲げる事項を記載する。� 

免許証の番号� (ll第一級総合無線通信士

N
N

Licence No. (注 1) この免許証は、国際電気通伝連合憲章に規定する無線通信規則に規定する無線通信土一般

i: 

的 

附
開
示
叶
)

免許の年月日� 

Date of licence grant (注 1) 真� 

氏名� 
i

Name (注1)

R

M

Z

生年月日� 

Date of birth (注 1) 

上記の者は、無線従事者規則により、上記資格の免許を与えたもの

であることを証明する。

(注 2)

交付年月日
 
Date of issue 注1) 総務大臣(注� 3)
 日

国� 85ミリメートノレ

ミム 

ヘ吋

証明書、第一級無線電子証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話

通信士一般証明書に該当することを証明する。� 

(2) 第:級総合無線通信士

この免許証は、|司際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する第三級無線電信

通信士証明書、制限無線通伝士証明書立立てFに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無

線電話通信士 般証明書に設斗することを証明する。� 

(3) 第三級総合無線通信寸て

この免許証は、凶際電気通信連合憲章己規定する無線通信規則に規定する海上移動業務に

関する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書に該当することを証明す

る。� 

(4) 第一級海� t無線通信士

この免許証は、凶際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する第一級無線電子

証明書に該当することを証明する。� 

(5) 第二級海� k無線通信上

この免許証は、同際電気通信連合憲主主に規定する無線通信規則に規定する第二級無線電子

出
時

F
J
1

E
A

円
以

、

寸 

証明書に技当することを証明する。� 

(裏面) (6) 第三級海上無線通信すて

この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する一般無線通信士

証明書に該当することを説明する。
E
V

巴
附 

巴

「
引

(英語による訳文) (注1)
(7) 第四級海上無線通伝士

この免許証は、|到際議気通信連合意草に規定する無線通信規則に規定する海上移動業務に

関する無線電話通信士一般証明書に該当するととを証明する。� 

(8) 第一級海上特殊無線技土

この免許証は、凶際電気通信連台憲章に規定する無線通信規則に規定する制限無線通信士

証明書に該斗することを証明する。

O
N

O
F

(9) 航空無線通信士

t
F
N

Signature of the 
(所持人自署) (注4) この免許証は、区l際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する航空移動業務及

町 

川 

室

川

町

holder of the licence び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書に該当するととを証明する。� 

t主3 第ム級河1);ト特殊無線技士、第て級海� t特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー

級海上特殊無線技士、航空特殊無線技上、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技

寸て、第三級除上特殊無線技上、|詞内電信級陸上特殊無線技士、第三級アマチュア無線技土又

は第同級アマチュア無線技士の資格を有する者に交付する免許証の場合は、所轄総合通信局

(注意事項) 長Ci'i'縄総合通信事務所長を含む。)とする。 

i主4 第 級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線
(i') 通信� 1、第三級i毎と無線通信上、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海

上特殊無線技上ふくは航空無線通信士の資格を有する者に交付する免許証の場合に限る。
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施
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(一)

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

砂
防
法
第
二
条
の
上
地
に
係
る
河
川
の
名
称

湯
穴
川

砂
防
法
第
一
-
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
一

号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
、
び
標
柱
一
号
と
十
一
号

(二)

(
経
過
措
置
)
 

2

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
従
事
者
規
則
(
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
)
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
で

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
従
事
者
規
則
(
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
)
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

3

前
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
免
許
証
の
う
ち
、
無
線
従
事
者
規
則
則
の
全
部
を
改
正
す
る

丙
コ
一
一
七
五
番

丙
三
一
七
一
番

丙
三
一
六
二
番

町
山
二
-
し
ハ
九
番

川
三
六
九
番
一
地
先
河
川
敷

省
令
(
半
成
一
-
年
郵
政
符
令
第
十
八
号
)
に
よ
る
改
主
前
の
無
線
従
事
者
規
則
(
昭
和
三
十
三
一
年
郵
政
省
令
第
二
十

八
号
。
以
下
�
 

1

旧
令
」
と
い
う
。
)
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
五
卜
八
年
二
一
月
‘
二
十
一
日
以
前
に
実
施
し
た
第
会
級
無
線

通
信
十
し
の
国
家
試
験
に
合
格
し
、
又
は
そ
の
本
試
験
に
お
い
て
電
気
通
信
術
の
試
験
に
合
格
点
を
得
た
者
(
同
日
以

前
に
旧
令
治
-
十
会
�
 粂
の
規
定
に
よ
り
第
一
級
無
線
透
信
で
の
資
格
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
学
校
等
を
卒
業
し
た

を
結
ん
だ
線
に
固
ま
れ
た
土
地
の
区
域

佐
賀
県
唐
津
市
浜
玉
町
湖
上

{

子

湯

穴

四

七

八

番

一

一

口

勺

及

び

二

片

四

七

九

番

一

三

号

四

八

二

番

一

五

号

四
八
四
番
二
地
先
水
時
間
敷
六
号

四
五
三
番
三
一
地
先
水
路
敷
七
号

四

五

一

二

番

-

一

八

号

四

五

五

養

一

九

号

四

六

九

番

一

十

号

四
七
�
 番
五
地
先
道
路
敷
十
一
号

五

一

番

一

四

号

O
O

字
大
坂
一

四
付
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

番
地
先
河
川
敷

国
土
交
通
省
告
示
第
千
八
十
五
号

O

Q

丙
三
一
六

h

者
で
旧
令
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
級
無
線
通
信
士
の
国
家
試
験
に
お
け
る
電
気
通
信
術
の
試
験
を
免
除
さ
れ
た

d
漉
�
 

砂
防
法
(
明
治
六
十
年
法
律
第
二
十
九
号
)
第
-
ぷ
ボ
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
土
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
わ
規
程
(
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
)
第
一
条
の
規
定
に
慕
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
て
十
一
年
十
月
で
十
日

閏

上

交

通

大

臣

前

原

誠

司

一
�
 
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

日
影
沢

口
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
六
号

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
六
号
を
結

ん
だ
線
に
固
ま
れ
た
土
地
の
区
域
〈
昭
和
五
十
阿
年

建
設
省
告
ぶ
第
百
十
�
 号
で
指
定
し
た
第
四
弓
に
掲

げ
る
上
地
の
区
域
を
除
く
。
)

長
野
県
千
曲
市
大
字
新
山

H

a

山
了
日
影
一
四
二
八
番
ロ
一
号

字

頗

塚

阿

二

七

番

一

島

号

今
岡
二
二
番
三
三
号

字

漆

原

八

二

五

番

二

四

号

字
御
屋
敷
八
三
四
番
一
五
円
勺

二
H

八

二

四

番

二

六

号

砂
防
法
第
三
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

穴
山
川

口
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

イ
次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
七

号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
七
号

を
結
ん
だ
線
に
固
ま
れ
た
上
地
の
区
域

長
野
県
し
し
伊
那
郡
辰
野
町
大
宇
津
底
字
穴
山

今
-
二
し
ハ
一
番
一
八
-
号
及
び
二
号

一
一
二
六
一
醤
一
七
三
号

一
一
二
六
島
苔
一
凶
号
か
ら
七
号
ま
で

口
次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
と
〕
可

を
結
ん
だ
線
か
ら
標
柱
コ
瓦
勺
と
四
号
を
結
ん
だ
線

ま
で
の
区
間
の
手
引
沢
の
中
心
線
か
ら
左
右
谷
川
汗

卜
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
土
地
の
区
域

長
野
県
上
伊
那
郡
辰
野
町
大
字
漂
底
字
穴
山

二
二
六
一
番
一
七
一
号
及
び
三
月

一
三
六
一
番
一
二
号
及
、
び
四
号

4

旧
規
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
免
許
証
に
限
り
、
無
線
従
事
者
の
氏
名
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
新
規
則

第
五
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
旧
規
則
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
の
訂
正
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
別
表
第
十
一
号
様
式
中
「
羽
以
ヰ
」
と
あ
る
の
は
「
刷
吋
同
」
に
、
「
潟
議
議
制
時
溢
狸
苓

E
U
4翠
浬
滋
品
湖
」
と
す
る
。

同
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

俵
坂
川
第
一

イ
次
に
掲
げ
る
土
地
並
び
に
こ
れ
ら
の
土
地
に
接

」一� 

O
四
一
二
香
地
先
道
路
敷
二
十
一
号
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1111111 

す
る
道
路
の
内
そ
の
接
し
て
い
る
区
間
の
道
路
敷

佐
賀
県
倍
野
市
嬉
野
町
大
字
不
動
山
字
俵
坂

内
一
一
一
色
二
二
四
番
二

丙
ゴ
三
三
八
番
及
び
丙
三
二
一
二
九
苔

丙
三
一
一
四
一
番

丙
二
一
-
四
三
番
一
及
び
丙
三
二
同
二
番
一

丙
三
-
四
三
一
番

丙
士
一
二
四
九
番

口
次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
二

十
三
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と

二
十
二
一
号
を
結
ん
だ
線
に
固
ま
れ
た
土
地
の
区
域

一
四
六
九
番
一
五
号
か
ら
七
号
ま
で

佐
賀
県
嬉
野
市
嬉
野
町
大
字
不
動
山

一
川
砂
防
法
第
-
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称


祈
一


同
砂
防
法
第
一
‘
条
の
土
地
『
の
表
示


次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
一
十

八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
口
勺
と
一
一
十

八
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

佐
賀
県
佐
賀
市
三
瀬
村
三
瀬
字
宿

O

aT

国
土
交
通
省
告
示
第
千
八
十
四
号

砂
防
法
(
明
治
二
十
年
法
律
第
二
十
九
号
)
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
、
同
条
の
上
地
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
砂
防
法
施
行
規
程
(
明
治
三
十
年
勅
令
第
三
百
八
十

二
号
)
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
日

国
土
交
通
大
臣
前
原
誠
司

一
刊
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

大
谷
川

け
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
二
十


一
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
二
十


一
日
可
を
結
ん
だ
線
に
四
ま
れ
た
土
地
の
区
域


佐
賀
原
多
一
久
市
東
多
久
町
大

三

三

一

会

八

番

一

号

一

四

六

六

番

一

号

及

び

二

号

一

四

六

七

番

三

号

一

四

六

八

番

問

号

O

一
五
�
 
七
番
一
四
八
号
か
ら
卜
一
号
ま
で

O

一
四
七
一
番
二
十
三
号

一

四

七

一

養

十

三

号

及

び

十

四

号

七
番
一
七
六
十
五
号

納
所

一
丘
�
 C

三一一今子一� 
香

一

一

号

か

ら

四

号

ま

で

A

四

四

二

四

番

一

五

号

か

ら

七

号

ま

で

一
凶
し
ハ
二
番
一
二
十
号

四

四

二

六

醤

一

八

号

OO

一
凶
六
�
 番

二

十

六

号

一
四
七
�
 番

十

七

号

か

ら

十

九

号

ま

で

字
俵
坂
丙
三
二
五
七
喬
J

一旦勺
一一日守

一二号
四
号

丙
三
一
二
五
四
番

五
号

番

七口勺

古
品
口
勺

O

|

号


十
一
号


十
二
号
及


び
十
三
号

十
四
号

一

丙
三
二
五
七
苔
一
地
先
道
路
敷

、
丙
三
二
丘
五
番
一

丙
三
三
五
五
番
三

丙
一
二
二
四
一
番

丙
三
三
四
二
番
一

丙
三
二
三
四
番
三
地
先
道
路
敷

丙
三
三
三
五
番
二

丙
三
二
二
三
番

丙
コ
二
七
六
番

丙
三
一
七
七
番

丙
三
二
四
�
 

OO
四
四
三
番
地
先
送
路
敷
九
号
及
び
十
号

一
丘
�
 

二

凶

苔

一

十

一

号

二

九

番

卜

二

号

か

ら

十

五

口

げ

ま

で

O
七
喬
一
六
二
十
一
日
号
、

二
十
三
口
汚
か
ら
一
卜

五
号
ま
で

一
四
六
九
蕃
一
-

二
十
二
号

七
番
一
七

二
十
六
号

二
十
七
号

二
十
八
号

一
五
�
 

字
倉
谷

ι
O

L
j

二
�
 二

一

六

番

一

十

六

号

及

、

び

�

 七
号

O

一
四
六
四
番

三
�
 二

一

八

番

三

十

八

号

及

、

び

卜

九

号

�

 

一
四
五
二
番

十
五
号
及

び
十
六
号

十
七
号
及

び
十
八
号

十
九
号

二
十
号
及

び
二
十
一

号一
一
ト
一
-
片

一
一
十
二
号


